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（注１）部会には実務的・専門的な検討の要に応じワーキンググループ

を設置。 
（注２）特別部会については、他省庁の審議会との連携も視野。 
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� 証券取引のグローバル化、情報化等に対応
した市場インフラ、取引の枠組み・ルール
の整備等 

� 金融機能の向上に関する諸問題 
� 国民のニーズに応えた金融インフラの整備 
� 保険会社をめぐる総合的な検討 
� 国際的な観点も踏まえた金融機関監督 

� 金融分野における個人情報保護等の在り方 


